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C
o
u
r
t

苦
し

く
は

Colonial 

court 

o
f Ad

m
i
-

 

E

s

に
て
第

1

審
を
行

a
、第
二
審
は
本
國
樞
密
院
司
法
部
に
て
取
扱
ふ
も
の
な

i
。倘
ほ

1 

肝
英
國
の
制

•皮
を
明
に
せ
ん

S
す
る
に

'は
、
0'
&
英
國
裁
判
所
の
構
成
；を
詳
說
す
：る
の
要
ぁ
れ 

ど
も
、玆
に
は
眾
に
舭
記
上
級
裁
判
所
ビ
樞
密
院
同
法
部

€

の
.地
位
を

'
1
:言
ず
る

^
止
め
ん
。，即 

ち
•樞
密
院
司
法

®

は
、英
#
國
の
最
高
法
院
だ
る
貴
族
院
ど
併
立
す
る
上
吿

«

0

所
に

し
て

、
»

;婼
九
怨

(
1
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一五)

論

0

圾
國
捕
獲
镏
檢
所
に
於
け
る
糊
船
料
利
號
祺
#
の
檢
逛
•第
十
號 
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I

1

H

C
、
論

0
典
i

獲
密
檢
所
に
於
け
る
獨
船
籾
利
號
祺
伸
の
檢
定
第
十
诚

3L
P

い
族
院
は
專
ら
英
本
園
に
於
け
る
上
吿
事
件
を
取
极
ふ
に
對
し
、樞
密
院
菏
法
部
は
、中
畤
に
は
主 

ビ
し
て
印
度
及
び
植
民
地
ょ

6

す
る
上
错
事
件
を
處
理
す
る
所
、上
級
裁
.判
所
は
控
訴
裁
判
所 

(court of Appeal〕
ビ
.お
立
し
て
霞
等
法

..院
'に
._次
'ぐ
.高
等
法
院

-(sup
r
e
m
e 

Court 

o
f 

■ Judicature)：

を 

組
織
し

3»
に
'上
級
裁

^

^/
を
'
三
劍
に
分
ち
古
來
の
名
稱
を
尙
ほ
襲
用
し
て

、

(
〗
)
Chancery Divi- 

Sion (

一
 .j) 

King^s B
6
n
c
h

 

s
5t
.
s
i
o
n 
及
び

(

三)
Probate, Divorce, a

n
d

 

Admiralty Division 

y
j
mし
、其
第
三

部
た
る
遺
言
離
婚
並
に
海
事
部
が
、第
ー
都
の
補
獲
審
檢
所
た
る
こ

V」
、

旣

に

述

べ

た

る

所

の

如

.
 

し
。

(

こ
例
へ

.
ば
佛
國
の
如
き
評
忠
官
は
裙
：
法、海平
及
び
外
務
眢
の
官
逬

f

り
任
命
せ
ら
る
。

(

ニ)

. 

B
o

n
f

i
l

s

 

:
b

r
o

i
t

 

J
Q
I
t
e
r
n
a
t
i
o
n
,
a
I

 

P
u
b
l
i
c
,

 

p

.
< o
i
:o o
.

,
.
' .

U1

檢
事
總
長
サ
ー
、ジ
ヨ
ン
、ナ
ィ
モ
ン
は
、一
轉
し
て
、過
去
六
十
年
間
忆
於
け
る
海
上
捕
獷
に

# 

ふ
®

著
な
る
變
化
に
就
て
陳
述
し
た

\

即
ち
久
し
く
海
上
の
，

.唯

〗

動
力
た
り
し
帆
の
使
用
が 

廢
せ
ら
れ

.て

、
今

や

、
之
k

代
.ふ
る
に
殆
ど

】

般
に
他
の
»
力
を
以
て
す

る

に
翠
り
し
が

如

き

、寧
，
 

ろ
‘變
化
の

】

小
部
分
ぬ
云
ふ
可
き
の
：み
。又
ク
リ
ミ

'
ャ
戰
爭
に

-於
.け

る

英

國

補：

獲
審
檢
所
の
.名

判
官f

ド
.ク
.ト
ル
、え
：ッ
：、

シ
：；

ン
ト
-

の
當
時
に
在
て
は
’今
白
ぞ
人
ニ
の
晦
前
ド
見
る
科
學
の
驚
く
可 

、.：
 

き
*

步

R

陕
&

‘

海
を
走
れ
る
船
舶
ヒ
自
由
に
通
信
す
る
こ
ビ
を

#

る
に
至
る
可
し

v
j

は
何

.

人
も
夢
想
だ
も
爲
さ
ぃ
う
し
所
、何
ぞ
況
や
夫
れ

.ょ
う
も
尙
ほ
遠
き
，ナ
ボ
レ
オ
ン
戰
领
の
ス
ト 

ク
ユ
ル
卿
時
代
に
於
て
を
や
。之
に
加
ふ
る
に
英
倒
捕

.獲

#
:檢
所
に
於
て

King^s A
d
v
o
c
a
t
e

 C
1
)

の 

職
の
廢
せ
ら
れ
た
る
も
、其
間
に
行
，は
れ
た
る

1

變
化

V
J稱
す
可
し

v
r

< 

(
一
)

w
i
nai
s A

d
v
o
c
a
t
e

の
何
も

.の
丸
リ
や

&

び
現
制
度
の

'檢
事
總
長

A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l

と
の
關

. 係
！！

就

て
の
說
叨
は
今

-は
無
川
な
れ
ば
略
す

。

'

四 

..，

檢
事

*

畏

0
陳
述
は
、苒
轉
し
て
、英
法
に
於
け

.

る
..

補
獲

.物

.沒
收
の
性
質
、及
.び
捕
獲
物
の
處
分 

に
言
及
し
た
う
。典
說
に
據
れ
ば
、

■
獲
事

.件
に
於

.け
る
捕
獲
物
沒
收
の
請
求
は
、之
を
國
の
所
得 

ど
爲
す
の
意
味
に
於
け
る
沒
收
な

&

ざ
る
可
が
ら
ず
。世
上
の
俗
說
に
は
、或
は
沒
收
捕
獲
物
は 

. 

其
補
獲
を
行
へ
る
も
の
、
所
有
に
歸
す
可
き
'も
の

 

>
如
ぐ
儅
ヤ
る
も
の

3>
.れ

ど

も

瑗
れ
正
當 

. 

な
ん
解
驛

■に
.非
ず
。勿
論
多

#

來

0

«

例

に

て

，
は

、
捕

.

獲
者
へ
は
其
沒
：收
船
：舶

拂

卞

金

の

^

蜓

‘に
»

' 

( 

る
こ
ビ
を

#

る
も
の
な
れ

-
ビ
、典
之
を
沒
收
す
る
の
檢

.定
，は
、國
の
所

#

に
.
‘歸
す
可
&
正
當
合
法

•

,

m

i

2

1
ニ
七
}

論
，説英國捕獲辦檢执

U
於
け
る
獨
郎
昝
利
诚
祺

#
の
檢
逛
•郯
十
號 

五
一
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ニ
ニ
八

>
.
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f說
'-
-
狭
國
抓
掖
窬
檢
所
に
於
け
る
獨
馨
利
铖
琪
件
の
檢
韦
辦
十
號
.

五
ニ
_

の
#

漉
物
た
る
を
觀
む
る
も
の
に
し
て

:1
1〈

杣
獲
物
が

^

接
に
該
捕
獷
に
關
與
し
た
る
^
の
間 

に
分
；g

せ
&

る
、
は
、國
の
忸
意
に
邋
く
別
段
の
處
骰
に
外
な
ら
す
。今
囘
の
戰

#

に
際
し

-此
KC 

B

に
S

し
て
恭
干
の
變

51
を
加
へ
ら
る
、
箸
な
る
が
、今
日
の
實
狀
に

Ĵ
T
、
,t
«

の

1̂
1
}yf
f
iこ
& 

V

す
る
，特

55
,
の
海
軍
々
人
の
み
が
柿
狼
物
分
配
の
特
典
に
與
る
こ

ビ
を
得
る
溝
ど
す
る
は
、下 

當
な
る
を
免
か
れ
ざ
る
可
し
。如
何
マ
し
な
れ
ば
、海
軍
；

^
;於
て
最
も
重

.
要

：
に

し

：
て

、
且

つ

：
最

も

M
k
, 

な
る
任
を
盡
す
も
の
は
、何
等
補
獲
に
關
與
せ
ざ
る
人
々
な
れ
ば
な
ぅ

”例
へ
ば
潜
沆
水
雷

«

4
P 

し
く
は
努
級
戰
艦

0
如
き
、本
來
海
上
捕
獲
に
關
與
す
る
も
の

R
非
ず
。此
故
に
從
來
の

1S
定
ま
、
 

之
を
改
め
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
こ

S
明
瞭
な
れ
と
も
、拙
獲
物
が
沒
收
せ
、

b
る

/.

は
、國

0
所
導
に

歸
す
る
の
意
味
に
於
て
せ
ら
る
、
も
の

.な
Y

ど
の
多
年
來
の

.原
則
は
、現

.下
の

«
箏
に
：於
於
て
も 

認

め

ら

る

、
も

の

た

る

可

し

^
J
O

捕
獲
物
が
本

.
來
國
の
，所
得
に
歸
す
可
き
も
の
れ
る
は
、學
說
に
終

.

.て
も
、蒙

.

際
に
於
て
も
#
ふ

可
か
ら
ざ
る
所
に
し
て
、現
に

.何
ほ
其
效
方
を
有
す
：る
一
八
六
四

.年

0'
海
上
捕
獲
法

(
N
a
v
a
l

 

Prize A
c
t
)

第
五
十
五
條
第

.

1
®

.に於
て

 

/
 

,

frothing in this 

A
c
t

 shaii 

give 

to .the 

officers an
d 

crew. of. g
y

 
of -Her 'Maiest^s whips 

of

w
a
r

 a
n
y

 
1
-
i/q
M 

o
r 

d
a
i
m
i
n
o
r

 

t
o 

a
n
y

 

S
K
P 

o
r 

q
o
o
d
s

 

t
a
k
e
n

 as: 

prize 

o
r 

the 

procoeds 

t
h
e
r
e
o
v

 

M-r
t 

cr
d
n
g け
ぼ intent 

of this A
c
t

 

s
u
c
h

 

cfBcers 

a
n
d

 

cr-ew 

shall 

OQntimie 

tb. 

take 

only 
sucli 

interest 

H
f

 a
n
y
}

 

i
n
..r
+
.
H
e

 

P
r
8
e
e
d
s

 

arizes as 

m
a
y

 

b
e

 

f
r
o
m

 

time 

t:o 

time 

granted to 

t
h
e
m

 

b
y

 
1:he 

r
r
o
w
n
.

 

ど
規
定
せ

る
.
所
に
徴
す
る

も

，

0
獲
物
が
捕
濺
に
：關
與
し
れ
る
跟
艦

’の
土

'官
及
び
乘
祖
員
の

.
 

當
然
な
る
所
有
に

.非
ず
し
て
、元
來
そ
の
柿
獲
物
は
、國
の
所
有
に
屬
す
可
き
も
の
な

る

を
、
|«
卿 

の
意
味
に
於
て
、之
を
英
捕
漉
に
隐
與
し
た
る
も
の
に
分
配
す
.る
に
外
な

&

ざ
る
が
故
に
.、興
分 

配
は
之
を
得
る
も
の
ゝ
權

_

に

#

す
し
て
、寧
ろ
國
の

@

典

(
b
o
u
n
t
y
)
，
>

認

^-
可
き
も
の
な

.
6
,
 

2)

。此
點
に
關
す
る
ナ

1
®
'
ヨ̂
ン

0
サ
ィ
モ
ン
の
陳
述
は
、最
も
平
明
の
■事
理
を
說
き
た
る

' も
の 

な
ぅ
。然
ら
ば
檢

W

總
長
は
何
故
に
此
最
も
平
明
の
事
理
を
殊
觅
に
玆
に

«

及
し
た
る
や
ど
云 

ふ

R
、®
れ
英

II
I

政
府
が
、古
來
の
所
謂

p
a.
ぢ

f

 
^

の
制
度
を
改
廢
せ
ん

S

す

る

.の
意
思
を
此 

機
會
に

1

言
し
れ
る
に
外
な
ら
ざ
る
の
み
、英
國
政
府
が

p
&
g
g
o
n
e
y

の
制
度
を
改
廢
せ
ん

VJ 

す
る
の
意

.思
を
有
せ
る
は
、现
に
昨
年
三
月
下
院
に
於
.：て、時
の
海
軍
大

F3
チ
ヤ
ー
チ
ル
氏
が
言 

明
し

た

る
所
に
し
て
、今
囘
の
戰
帮
に
際
し
て
、い
ょ

，
^

之
を
實
行
し
れ

6

し
が
、サ

!
♦ 

クヨ
ン

®

ナ
ィ

.e

ン
は
此
多
年
の
憤
行
を

1

朝

に

し

て

改

廢

し

れ

る

：其

改

廢

の

理

由

を

、袖
猥
.物
が
本
來

' 

• 

•

國

の

所

有

に

歸

す

，可

き

も

.の

な

.る

こ

ど

、
隨

て

古

'來

'
の

極

獲

#

»
卞

金

0
'梦

颭

郎

ち

所

謂

.

笕
九
®
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說
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獨
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檢
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P
r

i
z

e

 

M
o

n
e

y
の
分
配

は

國
の
恩
典
に
外
な
ら
ざ
る

.-

こ

V」
、

隨
T

.

今
：こ
れ
を
改
廢
す
る
も
、何
人
の

*

.

利
を
も
侵
害

■

す
^ '

も
の
に
非
ざ
る
こ
ビ
に
歸
し
、以
：て
此
改
廢
比
關
す
.る
世
間
の
誤
解
を
避
け 

ん

V
J

し
た
る
も
の
な
る
可
し

。
. 

、

(

'

一)

グ
グ
ラ
ス
、女

 

*

y 

ゾ
の
說
1 1

日
く

 

T

t
CI
)

a .
^

J

J
cl
-

oa
l
l
.

 

c
a
p
t
u
r
e
s

 

h
a

s

 

f
r

o
m

.

c +l
L
e

 

e
a
r
l
i
e
s
t

 

t
i

m
e

s

 

v
e

s
t

e
d

'
p

x
i

m
a

r
i

l
v

 

m

 

t
h

e

 

w
o
v
c
-
r
e
l
g
n
,

 

a
n

d

 

n
o

 
c

a
p

t
o

r

 

c
a

n

 

i
i
a
v
e

 

a
n

y

 

ぼ 
e
j
.ft
>
g
t 

W
M
W 

a

 

p
r
i
z

の<r
>

M

c

e

p

t

:

 

t
h
a
t

 

w
h

i
c

b

 

l
i
e

 

r
e
c
e
i
v
e
s

 

I
r
o
m
- 

t
h

e

 

o
f

 

t
h

e

 

s
t
a
t
e
,

 

(
b

o
n

g
l

a
s

 

O
w

e
n

 
; 

D
e

c
l

a
r

a
t

i
o

n

 

o
f

 

W
a

r

 

; 

.
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•

 

3
1

9〕

、然
&

ば
S

N

O

 

M
o

n
e

y

 

s

は
何
ぞ
や
。

 

,

. 

凡
て
敵
國
の
税
船
を
拿

^

し
又
は
公
船
を
拿
補
も
，し
く
は
破
鐵
す
る
こ
ビ
を
獎
勵
す
る
の

目
的

.

を
以
て
'其
傘
捕
破
墩
に
關
係
し
れ
る
自
國
の
海

®

將
卒
に
賞
與
金
を
與
ふ
る
の
制
度
は
、

パ

’.
. 

.
 

.

文
明
認
國
間
に
古
く
ょ
ぅ
行
は
る
、
所
な

4

。古
來
英
國
に
於
て
行
は
る
、

p

' s
'

e
 

M
o

n
e

y

及
"び 

P
r

i
z

e

 

B
o

u
n

t
y

の
制
度
は
即
ち
是
れ
な

M
z

e

 

M
o

n
e

y

マ
」

は
®
國
私
船
を
傘
捕
し
た
る
取
艦
の 

乘
組
將
校
士
卒
に
鍬
し
、其
補
獲
物
の
寶
却
金

(

必
要
な

る

費
用
及

^

法
定
の

S'
除
金
を
差
引
ぎ 

•

た
る
殘
高

?

分
與
す
る
其
分
與
金
の
意

.

に
し
て
、是
れ

a

H

h

e
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i

b
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t
i

o
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.
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p
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n
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s
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a
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s
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i
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關
す
る

】
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〇
年

/

九
-

月
十
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日
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も
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く
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踉
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獨
逸
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す
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國
亦
先
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こ
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優
し
次

•
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の
蝴
獲
密
檢
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廿
八
條

•!-
日く

「

捕
獲
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米
國
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p
&
e
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o
n
e
y

の
制
度
か
認
め
れ
り
し
も
、米四
戦
爭
終
結
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八
九

.

i
?

年

A
c
t

 of C
o
n
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し
れ
リ
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u
n
t
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^
は
、英
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l
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i

i

.獲
法
の
規
定
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に
據
れ
ば
®
装
せ
る
敵
船
を
拿
補
又
は
破
顏
し 

た
る
自
國
軍
艦
の
乘
組
將
卒
に
、一
定

0 .
賞
與
余
を
與
ふ
る
其
賞
與
金
の
謂
ひ
に
し
て

'

名
こ
 

れ
を

H
e
a
d

 M
o
n
e
y

マ

J

云
.
ふ
蓋
し
拿
捕
又
は
.破
難
せ
ら
れ
れ
る
敵
舰

C

組
員

1

人
-

^

就
き

i
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の
率

(

英
法
に
て
は
五
磅
の
割

)

の
賞
與
金
を
給
す
る
の
定
め
な
る

.を
以
て
此
名
わ
る
な
り
。英
鉍 

の
此
規
定
は
、去
る

l

A

y

1

年
國
會
提

.
出
の
海
上
捕
獲
法
案
中
に
は
、右
の
■賞
與
金
の
定
率
を 

proclamation

又
は

Order in 
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u
n
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l

の
所
定
に
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る
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改
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せ
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し
た
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し
も
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案
不
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法
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o
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o
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H
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新
法
案
は

、

#

ニ
海
牙
平
和
#
謎
々
逛
の
國
際
姉
搜
漱
檢
所
設
辑
平
酃
の
趣
窩

|-
侬
リ
、舊
ぉ

4»
改
疋
提
出
し

?;
る

JVの
な
り
し
が
、衆

_
院
は
规
過
し

7-
:
リ
し
も
、货
族
院
に

^
、ズ
^
夹せ 

ら
れ
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リ
o .

而
し
て

P
r
i
z
e

.wo
u
n
t
y

は
其
性
質
上
、苟
も
敵
の
武
装
せ
る
船
舶
を
拿
捕
も
し
く
は
破
鐵
し
れ
，
 

る
も
の
は
其

®

艦
の
種
類
如
何
に
拘
は

.ち
ず
、之
を
分
與
せ
ら
る
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な
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反
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r
^
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n
e
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に
至
て
说
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性
質
上
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ど
し
て
其
恩
典
に
預
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は
、巡
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艦
に
限
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T

m
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艦
の
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組
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の
軍
艦
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乘
組
員
に
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し
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計
の
利
得
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の
ビ
云
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ざ
る
可
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&

す
然
る
に
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於
て
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重
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に
.し
.て
且
つ
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潜
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±
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に
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ざ
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ざ
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.
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.
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れ
る
に
在
ん
即
ち
左
の
如
し
ノ

 

V

.

:

;

.
•
:
:
:
:
:
:

.A
n
d

 whereas 

w
e

 are 

of opinion t：nat t:Iie 

conditions 

g
o
v
e
n
i
n
g

r-
t
-
h
e

 

distribution of

the 
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b
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p
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を
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權
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法
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i
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V

き
ま
で
，其
補
獲

*

の
行
傅
を
一
定
の
範
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な
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に
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す
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、

®
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國
寒
の
園
係
に
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て
、國
家

ざ
0
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ヰ
の
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係
に
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ざ
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に
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»

«
權
も
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ふ
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の

1
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法
ビ
し
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む
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の
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に
し
て
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て
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の
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總
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獾
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を
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家
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的
利
得
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の
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き
こ
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蒙

P
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す
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な
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講
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.
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.

記
入
せ
.ん

Z
,

ミ

を
提
案
し
た
ち
然
れ

.と
も

Piize M
o
n
e
y

の，
«
度
れ
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.
 

る
可
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へ
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.る
を
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ビ
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、
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n
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檢
事
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⑦サ
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國
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審
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於
て
適
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せ
ら
る
、
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述
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總
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今
日
に
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も
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獲
審
檢
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に
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檢
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濺
に
關
す
る

〗

大
法
典
を

«

成
し
襄
國
自
身

.は
画
ょ
ぅ
、

11
1
:

界
文

_
11 

の
大
部
分
の
爲
め

f
c二
定
原
則
を
設
定
し
た

^
も
の
は
、實
に
過
去
に
，
け
る
英
國
補
獷
#
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れ
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に
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of Justice a
n
d

 the J
udg

e
s

 

I

f
 to take .cognizance of a

n
d

 

I
 

C
E
1
7

 proceed u
p
o
n

 all a
n
d

 

all 

R

i

H
 

of c
a
p
f

 s, S
e
l
e
s
,

 prize, 

E
 reprisals 

of 

all ships, 

I

I

. 

a
n
d

 

p
t are or shall 

be taken, a
n
d

 

to 

hear 

a
n
d

 determine tee same.; 

acui according to the 

S

I
 of A

d
m
i
r
d
i
y

 

I 

奢 

H
I of 

a
n
d

 the s
t
i
e
s
.

 

I
s
, an

d

 

E
e
g
u
r
i
o
n
s

 

for 

w
r 

I

 

I

 

in 

force 

in 

that 

b
erl

f
,

 

to

一
 

adjudge a
n
d

 c
o
n
d
e
m
n

 all 

I

 ships, 

v
i
F
.
a
n
d

 goods as shall belong 

t
o
>
e

 G
e
g
a
n

 

E
m
p
i
r
e
,

 or the 

c
i
t
i
i

o
r le

t
s

 

t
r最
 

o
r 

to 

I
 

o

f 
1

1
 

f

 
I
 

any of 

f
 

8
C
I

 

I

I

.
 

O
H 

a

o

l

l

 

-..、
 

o
f̂
。
芻
^G

e
r
B
a
n
w
B
p
i
r
e
-

 

:

英
國
捕
獾
雜
檢
所
に
於
て
適
用
せ
‘
る

 

>
所
謂

the c
o
_
.

 o
f
>
d
l
i
t
y

 a
n
d

 

the law 

o
f

1

- 

d 

O
M
K の
ゴ
ー

law 

of^ations 

プ
は

'

Kthe 

c
o
m
m
o
n

 

law 

of natfons 

呼
ば
る
、
^
の
も
の
な 

; 

• 

V
C
て
ナ
ー

®

シ
ヨ
ン

*

ナ
イ
モ
ン
は
此
法

^
:を
解
釋
し
て
、楚
れ
學
者
の
研
究
ビ
世
界
の
大
國

0

加
盟
し
た
る
特
殊
條
約
、即
ち
國
際
協
約
を
基
礎

^

>

す
る
も
.の

'

な
り
ビ
云

へ、K
f

l

ジ
.
ョ

ン

.'は 

撕
る
國
際
協
約

‘

の
®

も
荷
名
な
る

1

例
ど
し

•

て、〗

八
五
.

六
.
.年
の
巴
里
宣

.

.言
：を
擧
げ

^

\

サ
|

_
 

ジ
ョ
ン
の
說
に
據
れ
ば
、英
國
捕
獲
漉
檢
所
は
、補
獲
事
件
に
於
て
、巳
単
宣

'

言
.を
適
用
し
た
る
こ 

S

な
か
6

し

V
J

雖も、
該
に
從
へ
ば
、
申立：
國旗は

*

中
立
船
巾
の
敵

f i

に
し
て
、禁
制
品
及 

び
封
鎖
に
關
す
る
法
規
に
違
反
せ
ざ
る
限
う

31
:

敵
貨
を
保
護
す
可
き
箬
に
し
て
、巴
里
宣
言
は 

ク
リ
ミ
ャ
戰
帮
後
に
成
ゲ
れ
る
も
の
な
れ
ど
も
.英
國
は
該
戰
爭
中
、宣
言
の
認
む
る
原
則
を
實 

行
し
た
る
も
の
な
は
、ドクトぐホーランドの、
檢事總

K

R

注
意
し
た
る
所
な

&

 V」

述 

ベ

た

里

宣

言

.

以
後
、國
際
法
に

.
最
も
重
要
な

.

る
窬
與
を

.
爲
し
た
る
も
の
は
'
九
〇
七
年
の 

第
二
平
和
會
議
に
於
て
議
決
せ
ら
れ
た
る
儲
條
約
に
し
て
、文

»

諸
國
は
、之
に
依
う
戰
時
に

0 

11
-

1

す
可
き
法
典
の
改
廢
を
行
ひ
れ
う
し
が
、是
等
の
餓
條
約

巾

、

苟
も

締
盟
國
の
合
意
し
た
る

も

 

の
は

【

國
際
法
に
接
木
し
た
る
も

.
の
ど
し
て

」

當
審
檢
所
に
於
て
適
用
せ

&

る
、
も
の
>

」

思
考
す 

る
{ ?

を
附
言
し
て
、檢
戢
總
長
が
開
審
に
際
し
て
試
み
た
る
此
典
味
ぁ

4

陳
述
を
終
と
い
ょ
い 

ょ
.
過
去
六
十
年
來
、第
一
の
捕
獲
事
件
た
る
智
利

_

事
件
の
本
問
.題
に
入
り
：た
う
。

第

九

盤

(
I

一
三
七)

論

說

览

國

捕

搜

密

慠

所
！！

於
け
る
獨
船
帮
利
號
鄯
#
の
檢
忠
筇
十
號
，

六一



访

九

怨

::
ー
1
八)

論

0

徙
亂
捕
瘦
雅
檢
所
！L

於
け
る
獨
訃
钭
利
號
雖
作
の
檢
忠
桀
十
號
，

六

ニ

/

即
ち

'檢
事
總

f

 

!
ジョ

' ン
‘
サ
ィ
モ
シ
は
、獨
傭
智
刹
號
欠

.就
て
、同
船
は

»
.逸
ー
ブ
レ

1

メ
ン

0 

®

帆
の
獨
逾
敝

.に
し
て
、拿

_
 

•
の
當

.時
に

^
船
內
に

«:
物
，を

'搭

ざ

.
&
し
.こ
を
同
船
は
公
海 

'に
て
傘

«
.せ
ら
れ
れ
る
に
非
ず
し
て
、職

#

開
始
ミ
同
時

^
英b

港
に
て

#

«
せ
ら
れ
た
る
も 

の
な
る
こ

 

'
即
ち
同
船
は
八
尺
四
日
カ
ー
デ
フ
潘
に
到
着
し
た

.る

R
、戰

#

は
同
日
午
後
十
..
一

分
 

.

時
に
，開
始
せ
ら
れ
、

|

产
日
稅
關
逛
に
侬
て
拿
揃
せ

'

&

れ
た
る
も

.

の
な
る
こ

ビ
を
陳
述
し
た
る
後
、
 

#

m

密
檢
所
は
、本
來
敵
船
を
處

-1
1

:

す
る
の
權
能
を
有
す
る
も

©

-

に
し
て
、其
敵
船
は
公
海

.i t

て
 

拿
a

せ
ら
れ
た
る

V
J
'

將
に
中
立
潍
以
外
の
港
灣

R -

て
拿
#

せ
ら
れ
た
を

ビ
を
_

は
ず
、總
て
常 

國
の
官
憲
が
之
を
拿
捕
す
る
ビ

.
同
時
に
、審
檢
听

0 :

審
檢
に
附
せ
ら
る
可
き
も

0 '
な
る
こ
ミ
を 

1

言
し
、曾
て
マ
，ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
が

u
n

d
o

 

V
.

 
R

o
d

n
e

y

事
#

'

に
就
て
、交
戰
國
間
に
互
葸
協 

約
の
存
せ
ざ
る

>
/
J

き
、本
件

® '

如
き
事
情
の

.

下
に
拿
捕
せ
ら
れ
た
る

.

一
切
の

a '

船
は
、_
戰
の
宣 

言
ミ
共
に
、

a

國
»

產マ」

し
て
：沒
收
せ
ら
る
可
き
も
の

.

な
^v

ど
の
說

.を
^ 1

き
、
»

所
謂
E

恵
協
約 

w

は
、
一
九
。
七
年
が
海
牙
な
る
第
ニ
苹
和
會

«

は
て
織
.
結
せ
ら
.
作
じ
翁
約
第
六
號
、即
，ち
開
戰 

の
除
に
於
け
る
敵
の
商
船
取

.
敗
^

關
す
る
條
約
に
じ
て
、獨
逸
英
國

V
J

も
.
に
其
加
：盟
國
た
る
こ 

ビ
、及、び
加

' a
i l

ば
|

戰
< #

の
危
歡
に
對
し
、國
際
商
槳
の
安
全
を
保
障
せ
ん
ミ
欲
じ
、及

1

5

'近
世
.の

m
■
 

. 

、
 

、 

- 

- 

, 

. 

ノ 

,
 

.

.

.

.

. 

.

.

.
/
- 

. 

- 

',,
へ
 

.

.

.

.
-
-
-
.
.
' 

:
/ 

. 

. 

. 

-

•
 

.

.

.

. 

• 

-

.

,

.
 

.

:

,

實

例

^

隹

ひ

、
開

.

_

霞
^

#

‘意
，
.を
取

#
 

'

識
せ
ん
ミ
欲
し
、之
が
爲
め
條
約
，，を締
結
す

.る
に
決
し

;̂
々
ビ
の
：同
條
約
前
文
の

】
句
を
引
用

し
た
る
後
、同
條
約
本
丈
第
二

.

條
2

し
及
び

®

ニ
.

條
3

)

を
饋
上

：

げ
、英
國
は
同
條
約

. 

は
第

M

條
及
び
第
四
條
婼
二
項
を
留
保
し
て
記
名
し
た
る
由
を
附
言
し
た
ぅ
。

タ 

}

(

一)

婼
ー
條
‘

交
戦
國
の

 

一
,力
：
2
.蹯
マ
る
商
船
が

_

戦
の
際
敵
港
內
ド
往
る
と
き
は
該
船

||
&

1̂

對
し
即
刻
叉

|1
相
當
の
恩
恶
期
間
の
後
自

.
曲べし出

it
し
且
通
過
^
费
如
附
典
せ
ら
れ
わ
る 

後
：：

其
到
.
0

港
又

は
捋
忠
せ
ら
れ

t:
る
他
の
漭

1-
底
航

f

ゃ
か
0
さ
れ
ん
こ
と
を
.務

望
す 

卵
戦
前

L
L

最
後
の
發
航
港
か
虫
り
戦
爭
か
知
ら
ず
し
て
敵
港
內

1-
八
り
れ
ろ
船
舶
じ
付
亦 

、，
同
じ

(
U
.
)

姑

：
ニ

條

.不
可
抗
カ

IV
'

躲
く
辦
愦
の
爲
め
前
條
に
揭
げ
，

r:
る
期
間
內

|-
敵
港
を
去
る

こ
と 

' 

■.能
は
ざ
り
し
商
船

X 

U
.出
港
か

^

さ

れ
ざ
り
し
商
船

.11
之
を
沒
取
す
る
こ
と
か
得
ず

 

丨

 

; 

交
戦
卷
は
単

1-
戦

^

後
賠
傲
な
く
し
て
之

^

還
附
す
る
の
殺
務

^

^
ひ
て
賊
船
舶
^
机
留 

, 

し
灭
は
赔
賦
か
拂
ひ

 
< 

之

 ̂

m
發
す
る
こ
；と..>得

 

.

’ 

英
國
政
輕
は

.右

.の
：修
約

^

规

定

す

る

原

則

を

敏

用

兮

ん

が

：爲
め
、八
月
四
日
_

戰
士
同
時
に 

• 

' 

1

の

o
r
d

-:in 

c
o
u
n
c
i
l

を
篆
布

hし
だ

6

域
事
總
長
ば
法
；廷

^
於
て
讀

1
條
、第
；

'

©
.喪
値
を

*:
4

る

:̂
^

め
，た
卜
し
も
、是

等

0,
條
文
、た
：る
、本
件

に̂

最

も

重

3?
緊

谘

九

髂

‘

::
苎
 

趴
，
英
國
M
攒
漭
檢
执 

>レ
於
け
^
撒
船
智
利
號
寧
#
の
檢
逛
谘
十
號 

六
三



.^'
九
餘
.(

I
J
1
T
Q
)

輪

說

族

國

^
^
5審
檢
所
に
於
-̂
る
：獨
船
|
2刹
.號
辦
件
の
檢
黛
第
十
號
1
六
四
、

有

す

?>
'
.
.
¥
0
.

な
>る
.^:
-
以
て
、佘
は
_左

ぉ

«
:全
.原
：.李 

. 

.

• 

. 

. 

• 

' -

1. 

F
r
o
m

 
a
na 

alter the 

publication 

of 

t
f Order 

n
o

 

s
e
m
y

 

m
e
r
&
a
n
t

 shall, be allowed 

to 

depart, 

except m
 accordance 

with 

the 

P
I
W
i
s
i
l

 o£ this 

order' from 

4
 British port 

or from 

a
ny ports j

n

 a
n
y

 Native s
s
e

 m

 'India, 

or in any 

of His 

Majesty^ 

Frotectozatev or in 

s
y State 

under 

His 
• 

Majesty V
 protection 

or in 

C
V
D
m
s
.

 

‘

2
. 

In the 

event, 

o
f one o£ His 

M
a
j
e
s
t
y
V

 Prindpal 

Secretaries 

o
f 

State being 

s
a
E
e
d

 

b
y

 

information 

reaching 

h
i
m

 

not 
later 

than 

midnight 

on 

Friday; 

the 

seventh 

d
a
y

 .of 

A

U

I'M 

tiiat treatment 

accorded 

to British 
merchant / ships an

d their cargoes 

w
hi
c
h at the date 

of the 

outbreak-

o
f hostilities 

were in the. 

i

 

o
f 

the 

e
n
e
m
y

 

or I
c
h

 

subsequently 

entured 

t
h
e
m

 is 

not iess 

tavourable than the t
r
e
a
t
l

 accorded to 

e
n
e
m
y

 

merchant S
h
i
p
s
:b
y

 Articles 

w to y 

this 

Order, 

he shall 

no

辱
 

_
 the Lords 

C
o
n
n
e
r
s

 

o
fs'
s M

a
j
e
s
t
y
^
T
r
e
a
s
u
r
y

 and 

the 

Lords

I
. o

o
m
m
l
s
s
i
e
r
s

 

of the A
b
m
i
&
t
y

 accordingly, 

and 
public 

notice 

thereof shall 

forthwitlx 

be 

given

m

 the 

へへ
 

L
o
n
d
o
n

 

Gazette,

ご and A
l
e
s

 

3 

t
o

Co
0
1 

I
 thereupon 

c
o
m
e

 

into 

full 

f
o
r
s

 

s
a

3v 

Subject 

t
o the p

r
o
u
i
s
i
i

 

of this 

order” 

a
n
y

 merchant ships 

w
h
k
h

(

こ
.
 

> け

皆

a
择 

o
f 

the outbreak of Hostilities were in a
n
y

 port in w
h
i
c
h

 this Order app- 

ilcs'or'、

(11)
p
e
a
r
e
d

 fro

'Bthelr last port 

before the 

decmption 

o
f 

war, 
an
d 

after 

the outbreak 

o
r

脣
' 

•
 

/
’
 

.
 

.
 

〈 

i

:
.tr
o
&
&
s
v
.

 enter 

w P.OIt-to'which. this 

ordsr aaplies,

'
 with no knowledge 

of the w
a
r

 

“

! 

shiaxi.

cr
e
.
 allowed: up. till, m

l
d
m
g
n
t

 (Greenwich, 

tnean

'
t
i
m
e
-
.
o
n
'
.
.
.

hi
I
i
_
d
a
y
J
.

.the. fourteenth, d
a
y

 

o
f
,
>
I
i
^
l
.
'

, 

gts, for loading or unloading tbeir cargoes, 

and for departiag 

from such 

port 

: 

f
sucii v

^
s
d
s

 shall n
o
t

cr
。allowed 

to.
S
H
P
 

s
y contraband 

of 

wary a
nd 

a
ny 

contraband 

o
f wa

r

 
already shipped on such vessels must be. 

discharged.

恐v

 

: 

' 

•

即
ち
原
則
ビ
し
て
は
、開
戰
當
時
英
國
及
び
海
外
所
領
の

'»
內
に
在

$

し

敵

船

は

ニ

切

出

'港

を
禁
ず
る
も
の
に
し

.て、唯
だ
一
定
の
例
外
の
場
合
.に
の
み
、猶
豫
爾
間
內
に
出
漉
を
許
す
の
み
。

而
し
て
敵
船
に
此
猶
豫
期
間
を
與
ふ
る
は
、敵
國
に
於
て
も
英
船
に
*
し
て
亦
同
揮
の
取
扱
を 

■

,

爲
す
場
合
に
限
る
も
の
に
し
て
、前

.揭
本
條
の
規
定

.に
據
れ
ば
、八
月
，七
日
の
夜
半
ま
で
に
、、獨
逸 

ベ 

が
英
船
及
び
英
貨

^
對
し
て
、互
恵
的
取
扱
を
爲
す
の
報
吿
達
せ
ざ
る
ヾ
し
き
は
、英
國
幽
內
，

0
觸

‘

'■'
■

逸
船
に
對
し
て
も
、猶
豫
期
間
の
特
典
を
與

'ふ
る
こ

V
J

な
ぐ
、若
し
獨
逸
に
し
て
巣
し
て
互
®
的 

 ̂

取
扱
を
爲
す
に
於
て
は
、

_

戰
當
時
在
港
し
た
る
獨
船
、及
び
：關
戰

0
に
最
後
の
發
航
港
を
去

6
、

開
戰
を
知

&

す
し
て
英
國
港
內
.に
入
り
た
る
獨
船
は

/1
.月
十
歸

21
.夜
半
；ま
で
は
、自
由
に
出

«

... 

す
る
こ
ビ
を
許
さ
る
可
し

*故
に
海
牙
條
約
に
某
實
行
を
：希
擧

.し
た

^-
猶

«

湖
‘間
の
取

.扱
は

、
.
|
. 

'

fc
獅
I

が
.英
船
に
對
し
て

'同

-
の
取
扱
を
：爲
す
や
否〉

や
の
報
吿
が
、

月
'ヒ
日
夜
半
に
達
す
る
厂
.'、

、
，

辦九雜
.

(

ニ四

一》
-

0
 

:
耽

.英
國
捕
裰
镏
檢
所
|-
於
け
る
獨
船
昝
利
號
.事
件
の
檢
滋
.：.笫
十
.號
‘

六
班



笫

九

怨
(

一
一
四
ニ)

論

說

英

阈

捕

璲

辦

檢

所

@

け

る

獨

船

智

別

號

敬

件

の

檢

想

鸽

十

號

六

六

-
• 

. 

' 

, 

. 

. 

■ 

,
 

o 

.

こ
ヒ
の
有
無
に
依
て
決

.せ
ら
れ
た
る
も

'0
な
'
 

然

&

.R
此o

r
d
e
r

s*
p'
u
n
c
i
l
の
^
せ

た

る 

、

同
日

(

八

日

)
の
夜

'英
國
政
府
は
駐
英

®

逸
大
姐
ょ
办
、左

0
通
吿

.に
接
し
た
办
。

r
h
。

Imperial 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

 

will 

keep 

mere 

hant vessels- 

fiyin̂

 tHe ’ Britisli 

flag 

interned 

in 

s
r
m
a
n

 

harbours”
bnt will liberate t

h
e
m

 if th。
Imperial Government receive a counter undertakb

只
 

irom the British 

G
over

n
m
e
n
t within forfy-ei

/Qht hours.

侬
て

®

五
日
、英
國
政
府
は
右
の

Qrdes in 

C
o
u
n
c
i
l

の
寫
書
を
、英
國
に
於
て
獨
逸
の
爲
め

R
其 

.

利益の保識に任ずる米國大使に

交

付
し
、且
つ
其
规

$

«
項

が
、果
し
て
右
獨
逾
の
希
盟
に 

應
ず
る
や
否
や
、及
び
之
に
依
て
獨
逸

®

內
に
抑
留
せ
ら
る

>
英
船
を
.解
放
す
可
き
や
帝
や
を 

獨
逸
政
府
に

.間
合
は
さ
ん
こ
ビ
を
依
賴
し
た
る

.に
對
し
、七
日
に
至

^N、

在
偷
敦
米
國
大
使

®
は
、
 

瑞
典
ス
ト
ツ
ク
ホ

,ム
駐
在
米
國
公
使
の
手
を
經
て
、在
伯
林
米
國
大
使
發
、左
記
電
報
の
到
來 

し
た
る
趣
き
を
通
じ
、且
つ
此
電

¥8
は
、英
國
政
府
の
依
賴
に
依
る
前
記
問
合
に
對
す
る
囘
答
に

'

非
ざ
る
旨
を
附
記
し
た
办
。
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.

 

;

 

.

.

.

.

.

'

.

.

.

-
 

.

.ト

lease 

state.it 

wngwand''lias, issued, proclamation 

that .she. gives''̂
xxnissiGIr to enemv. ■ ships to 

, 

leave British ports until m
i
d

-s.ght, 

A
u
g
u
s
t

 

14汁 h. 

If this 

is 

s
vpG

e
r
m
a
n
y

 

will issueoorrespomding 

.

.

.

.
 

O
la.
s

’
-
R
^
p
l
y
.

’through .German Legation,.'st8klloka.
''■:

.
, 

,

.
■
/
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. 
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■
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.
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1:'
規
定
の
八
月
七
日
夜
半

0
少
し
前
、英
國
政
府
は
、米
國
大
使

館

に

問

，合
.せ
.れ
.る
;'
に
、伯
林
ょ
ぅ

-

何等
の通
信に
接せ
ざ

る

旨
を
確
め
れ

る

を
以
て
、外
務
大
臣
サ

I

チ
ド
ヴ
ー

ド
®
グ

レ

1

は
、同

日
^

半
饨
を
以
て
、左

記

の

通

^

を Lords 

Commissioners 

of the Treasury 

及
び L

ords c
o

m
.-.lsioners 

.

.

. 

< 

•

of the Admiralty 

に
與
へ
れ
 

,

M
y

 Lords,

I 

have th

邝 honour to 

state that no 

information 

has 

reached 

m
e

 that the treatment 

accoraea 

r+
o British 

merchant 

ships 

s
d their 

cargoes w
h
i
c
h

 

were Jn 

G
^
m
a
n

 ports 

at 

the 

date oi 

the 

Outbreak 

of llostmtiew

O
H 

$&.
& 

subsequently 

entered 

t
h
e
m

 

is 

not 

less 

&
v
o
u
m
b
I
e
-

 than 

that 

accorfied .to 

S
e5
v merchant'ships... 

b
N
. 

Articles IIIV to V
I
X
L

 

of the 

〇
r
-a
e
r in

” Council 

issued 

on 

t
h
e

feh. 

d
a
y

 of 

August; 

I
S
4
,

 

with 

reference to 

e
n
e
m
y

 

ships 

b
e
i
n
g

B-British 

ports at 

line 

,
 

outbreak 

o
f 

hostilities 

o
r subsequently entering

?
g3
;
J>
基
0?r
3 JJJ. 

to V
I
I
L

 

of the said orddrin.

C
o
u
n
c
U

 

^
2

 ?OHefore not c
o
m
e

 into 

operation.

依
て
智
利
號
事
件
の
關
す
る
限
ぅ
に
於
て
、該

o
a卩

»•
o

i

&
中
、ま
揭

•第
三
條
は
、獨
逸
船 

に
對
し
て
は
適
用
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
な
る
を
以
で
、賴
て
關
戰
の
際
に
於
け
る
敵

-,
0
商
船
取
扱 

に
關
す
る
海
牙
條
約
第

1

條
は
興
適
用
な
く
、同
第
二
條
は
第

1

條
に
關
聯
し
て
存
在
す
る
も 

. 

の
な
る
に
依
办
、同
條
も
亦
適
用
を
失
へ
る
も

.の
S
P
O 

.

#;
九
怨

•

2

1
四
3)

論
■

說
狨
國
撒

I

檢所
1«

於
け
ふ
獨
船
智
刺
號
事#
の
檢
洚
’
笫

十

號六
七

丨

I


